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2026 年 1 月 1 日 No. 209（毎月 1 日発行） 

法人税申告期限の延長 

1. 法人税申告期限の延長 

香港税務局は 2025 年 12 月 19 日、Code M に分類される決算日が 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での法人かつ、それらの法人に損失が出ている場合について、2024/25 年度の法人税申告期限を 2026

年 2 月 2 日から 2 月 13 日まで延長すると発表しました。 

なお、香港税務局は今回の申告期限の延長に関わらず、できる限り早めに申告書の提出を行うことを推

奨しています。 

 

会社の決算期 本来の税務申告期限 再延長後の申告期限 

１月～3 月（Code M） 

（損失会社の特例） 

2026 年 2 月 2 日 2026 年 2 月 13 日 
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